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船舶事故調査報告書 

 

平成２３年１０月１３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年４月２日（土） １３時４０分ごろ 

発生場所 宮崎県日南市鵜戸
う ど

埼南南西方沖  

鵜戸埼灯台から真方位１９８°１,５００ｍ付近 

（概位 北緯３１°３８.０′ 東経１３１°２７.８′） 

事故調査の経過  平成２３年５月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第八幸福
こうふく

丸、４.４トン 

   ＭＺ３－５９５０（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.２０ｍ（Lr）×２.４０ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、昭和５８年８月３１日 

Ｂ モーターボート 今
いま

正
まさ

Ⅱ
ツー

、１.７トン 

   ２９５－４５４５４鹿児島、個人所有 

   ６.２６ｍ（Lr）×２.３０ｍ×１.０２ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、５１.４９kＷ、平成２１年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ８３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年５月３０日 

    免許証交付日 平成２１年７月８日 

           （平成２６年７月１２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５３歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１２年１０月４日 

    免許証交付日 平成２２年７月２６日 

           （平成２７年１０月３日まで有効） 

 死傷者等 Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ 急性硬膜下外血腫及び誤嚥性肺炎（１０日間の

入院加療）、同乗者 頚部打撲傷） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部に擦過傷、操舵台の右舷側に凹損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、船長Ａが立って手動操舵に当た

り、約８ノットの対地速力で鵜戸埼南南西方沖をいせえび漁の漁場に向け

て南南西進した。 

船長Ａは、日頃、甲板員２人を船首部に配置して見張りを行わせていた

が、波しぶきが上がっていたので、甲板員２人を船尾甲板で待機させてい

たことから、その分日頃よりも船首の浮上が大きくなり、船長Ａが操舵室
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の中央で立った状態では、船首が約２０㎝浮上して船首方向を見通すこと

ができない部分（以下「船首死角」という。）が生じていた。 

船長Ａは、立って見張りを行えば前方にいる他船が見えるものと思い、

鹿児島県と宮崎県の県境にある新燃
しんもえ

岳
だけ

の噴火による降灰があったので、側

方の窓から顔を出すなどして船首死角を補う見張りを行わず、前路にいた

Ｂ船に気付かずに航行し、平成２３年４月２日１３時４０分ごろ、鵜戸埼

灯台から真方位１９８°１,５００ｍ付近において、Ａ船の船首部とＢ船の

右舷中央部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び同乗者１人が乗船し、船長Ｂが、操縦して釣り場に

向かい、１３時３０分ごろ、鵜戸埼南南西方沖の釣り場に到着したのち、

水深約１０ｍのところに重さ約５kg の錨を入れ、錨索を約２０ｍ出して船

首部に係止し、船首を南西方に向けて錨泊した。 

船長Ｂは、錨泊後、周囲に他船がいないことを確認して右舷後部で釣り

の準備を行い、同乗者が左舷後部で釣りの準備を行っていたところ、右舷

後方約４０ｍにＢ船に向けて接近するＡ船を視認し、２人で大声を出して

注意を喚起したが、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、海中に転落したがＡ船に救助された。 

船長Ａは、海上保安部に連絡し、船長Ｂ及びＢ船の同乗者を乗せて鵜戸

漁港に帰港した。 

船長Ｂ及びＢ船の同乗者は、救急車により病院に搬送された。 

Ｂ船は、地元漁船にえい
．．

航されて鵜戸漁港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４、視程 約１～２㎞ 

海象：波高 約１～１.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 船長Ａは、約６０年間漁船に乗船し、そのうちＡ船の船長として約２８

年間乗船していた。 

船長Ａは、両眼視力が矯正で０.６であり、本事故当時は眼鏡をかけてい

た。 

Ｂ船は、船尾に船外機を取り付けたモーターボートであり、操舵室がな

く、船体中央部にある操縦台で船外機の操作を行い、また、汽笛の装備が

なく、笛を船内に置いていた。 

船長Ｂは、約１０年前からモーターボートに船長として乗船するように

なり、１か月に２回程度、日南市油津
あぶらつ

港付近で釣りを行っていた。 

船長Ｂ及びＢ船の同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、鵜戸埼南南西方沖を南南西進中、船長

Ａが、船首死角を生じていたものの、立って見張

りを行えば前方にいる他船が見えるものと思い込

み、船首死角を補う適切な見張りを行っていなか

ったことから、前路で錨泊中のＢ船に気付かずに

航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、鵜戸埼南南西方沖において錨泊中、船

長Ｂが、錨泊後に周囲に他船がいないことを確認

し、釣りの準備を行っていたところ、右舷後方約
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４０ｍにＢ船に向けて接近するＡ船を視認し、大

声を出して注意を喚起したが、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、鵜戸埼南南西方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が錨泊

して釣りの準備中、船長Ａが、船首死角を補う適切な見張りを行っていな

かったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・船首が浮上して船首死角を生じている場合には、船首部に見張り員を

配置するなどの船首死角を補う適切な見張りを行うこと。 

・錨泊中であっても常時適切な見張りを行い、接近する船舶があれば、

有効な音響による信号を行うなどして注意を喚起すること。 

・本事故では、救命胴衣を着用していた海中転落者が救助された事例で

あり、小型船舶に乗船中は救命胴衣を着用すること。 

 




